
 

 

 

 

 

 

平成３０年第１回 

福岡地区水道企業団議会定例会 

条例予算特別委員会会議録 
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質疑・意見 答弁 
 

○ 第１号議案の29年度の補正予算につい

て、九州北部豪雨関連で特別利益として

寺内ダムの災害復旧補助金の追加が3,444

万円2,000円、その一方で、特別損失とし

て、寺内ダムの災害復旧一部負担金が

6,888万4,000円の補正となっている。一

方では利益、一方では損失ということ

で、どの点が利益や負担になったのか尋

ねる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  九州北部豪雨からもう７カ月以上た

ち、いまだに行方不明者がいる中で、福

岡地区水道企業団を初め、多くの皆さん

たちに尽力いただいて、救済、救援活動

を続けているということについては、非

常に頭の下がることだと思っている。寺

内ダムの流木による問題等についても説

 

△ 費用の特別損失について、寺内ダム災

害復旧費用の負担金の追加ということ

で、災害復旧に当たって（独）水資源機

構が事業を行う災害復旧事業に関連する

費用のうち、福岡地区水道企業団が管理

アロケーション、費用負担の割合に合わ

せて管理負担金を支出するものとして、

その他特別損失の 6,800万円余の金額と

なる。 

 この事業については、災害復旧事業と

いうことで国からの災害復旧費の補助金

があり、福岡地区水道企業団から（独）

水資源機構に支払う管理負担金、災害復

旧事業の費用の分については厚生労働省

から補助金がある。その他特別利益であ

る寺内ダム災害復旧費補助金としての収

入との差額、特別損失の6,800万円余、

それから補助金として収入となる 3,400

万円余、この差の分が福岡地区水道企業

団の負担する金額となる。 

 なお、この災害復旧費の補助について

は、今回２分の１の補助率となってい

る。ただ、以前、議会で激甚災害の指定

があれば３分の２の補助率の補助金があ

るというような説明をしたが、今回、厚

生労働省及び福岡県と協議する中で、厚

生労働省の定める補助金の交付要綱の指

定、制約があり、通常の災害復旧費の補

助の補助率２分の１が適用されるという

ことになったものである。 

 

△ 今回、厚生労働省からの災害復旧費の

補助金分については、激甚災害の指定が

あった上で、かつ査定事業費が一定の要

件を満たさないと３分の２の補助率のか

さ上げがないという制度になっている。

今回は激甚災害の指定はされているが、

給水人口１人当たりの被害額が福岡地区
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質疑・意見 答弁 
明を受けたが、九死に一生を得るような

いろいろな取り計らいをしてきており、

そういう中で、実際に被害を受けた現地

に対する国の補助金については、むしろ

福岡地区水道企業団が出す負担金のほう

が多いというのは、国である厚生労働省

の対応が、今回の被害について十分に認

識をしていないのではないかと思う。激

甚指定にならず３分の２の補助率になら

なくて、２分の１になったということで

あるが、今後、補助率の増について、福

岡地区水道企業団から国に対して求めて

いくなど検討しているのか尋ねる。 

 

○  国の対応は非常に弱いと指摘してお

く。後日、国の災害復旧費補助金交付要

綱の資料を要求しておく。これだけの被

害をこうむって、そして福岡地区水道企

業団の負担も重なって、多くの自治体が

いまだに救援、救済、災害復旧活動をし

ているという中においては、やはり今の

国の補助要綱というのが現実的に合って

おらず、集中豪雨を含めた水害等にマッ

チしていないと思うので、その点につい

てはぜひ、国に対して福岡地区水道企業

団から要望を上げるよう意見として述べ

ておく。 

 

○ 用水供給事業費用の営業費用、原水及

び浄水費について、補正減額の主な原因

が、海水淡水化センターの動力費の減額

及びダム管理負担金の減額の合計２億

2,900万円ということだが、その内訳を尋

ねる。 

 

○ ２億2,900万円のうちの海水淡水化セン

ターの動力費の減、１億8,000万円という

のが圧倒的大半である。この主な原因

は、それだけ動力を使う必要がなかっ

水道企業団では、給水人口247万人、１

人当たり28円ということで、国が定める

給水人口１人当たり１万円以上というか

さ上げの基準を満たさないために、かさ

上げがない２分の１の補助率となってい

る。この内容については、厚生労働省が

定める災害復旧費補助金交付要綱に基づ

いて査定されたものであり、これ以上の

かさ上げを要求することについては今の

ところ考えていない。 

 

 

 

 

△ 資料要求について承知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 営業費用の補正減、２億2,996万8,000

円の内訳について、海水淡水化センター

関係で、動力費１億8,000万円の減、薬

品費1,000万円の減となり、ダム等管理

負担金については、3,996万8,000円の減

となっている。 

 

△ 海水淡水化センターの供給水量につい

ては、当初予算では日量が約３万立方メ

ートルで計算をしている。それが筑後川

の流況が比較的安定していたことから、
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質疑・意見 答弁 
た、動かす必要はなかったということを

示しているのではないかと思うが、実際

に 29年度の海水淡水化センターについ

て、供給水量、日量５万トンの規模を持

ちながら、何万トンで生産供給をしてき

たのか、併せて、維持費が幾らかかった

のか尋ねる。 

 

○ 維持管理費については若干補正で減っ

ているが、やはり当初予算で、平成29年

３万立方メートルのところを、筑後川の

水量の安定により２万5,000立方メートル

で対応し、これが動力費減につながった

とのこと。一見、動力費減になったから

節約できたとか効率化ができたと思うか

もしれないが、指摘しているように、海

水淡水化センター自体の規模が現在の流

量との関係で非常に過大な施設になって

いる。そういった点でこの動力費を動か

さなくてもいいという状況になり、その

結果、補正で減額するということになっ

たわけある。そういう面では、苦肉な減

額であり、海水淡水化センターの今後の

あり方を考えるべきであり、第１号議案

を認めるわけにはいかないということを

厳しく指摘しておく。 

 

○ 第２号議案について、五ケ山ダムは、

たしか昭和63年から足かけ30年間かけて

1,050億円の負担で着工をして、今日完成

する見込みになり、その中で、福岡地区

水道企業団の負担は85億円、福岡市につ

いては368億の負担となり、相当な建設に

かかわる費用をかけて完成する運びにな

ったものである。五ケ山ダムについては

過剰な施設ではないかということを指摘

してきたが、資料２の３ページによると

那珂川水系で新たに五ケ山ダムが４月か

ら供給を開始し、年間292万1,000立方メ

補正予算では日量２万 5,000立方メート

ルで見込んでおり、約 5,000立方メート

ルの減となっている。維持管理費につい

ては、29年度の補正後の海水淡水化セン

ターに係る維持管理費は、当初予算が18

億7,400万円余に対して、補正後、16億

8,400万円余である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 配分水量については、30年度から新規

開発（五ケ山ダム）ということで、合計

水量としては、日量最大１万立方メート

ルの増となっており、構成団体の配分に

ついては資料３の13ページの表のとおり

である。五ケ山ダム供用開始に伴う料金

としては、五ケ山ダム供用開始後、30年

度から予定をしているが、五ケ山ダム供

用開始に伴う基本料金の増収分について

は、30年度から32年度はその100％を、

33年度から34年度にかけてはその80％の

基本料金相当分を減免することとしてい
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質疑・意見 答弁 
ートル、日量平均で8,000立方メートルと

いう旨の計画がある。構成団体ごとの日

量平均8,000トンの料金の負担、配分水量

はどうなるのか尋ねる。 

 

○ 福岡市など各構成団体の料金体系につ

いて尋ねる。 

 

 

 

 

 

○ 実際に1,050億円もの莫大なお金を使っ

て五ケ山ダムをつくり、今年４月からい

よいよ供給されるという運びになってく

る中で、流量はわかるが、料金負担がど

れぐらいになるのかというのを市民等に

しっかりと認識してもらわないとその苦

労がわからないと思う。そういう点で

は、福岡市の例で約52億円であるが、各

構成団体の料金収入が年間幾らになるの

かというのを一覧表にした資料を要望し

ておく。 

 

○ 五ケ山ダムの管理に係る負担金につい

て、管理に係る利水者負担割合の算出方

法ということで、五ケ山ダムの供給開始

に伴って負担の割合があるが、福岡地区

水道企業団、春日那珂川水道企業団等の

負担額の割合について尋ねる。 

 

○ それは、渇水対策の分と思うが、新規

開発の分を含めた合計としては幾らか。 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

 

 

 

△ 五ケ山ダム供用開始後30年度における

構成団体の料金については、福岡市でい

うと、年間52億5,800万円余が基本料金

になる。また、使用料金については、協

定水量の99％で見込んでおり、年間約５

億円が使用料金になる。 

 

△ 承知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△  福岡県の負担額が１億 1,464万 7,000

円、福岡市が7,184万4,000円、春日那珂

川水道企業団が194万8,000円、福岡地区

水道企業団が1,665万4,000円である。 

 

 

 

△  金額は新規利水分も含めたものであ

る。新規開発の水は、福岡地区水道企業

団の最大１万トンのみが新規開発となっ

ており、福岡地区水道企業団の費用負担

の内訳としては、渇水対策容量分が240

万円、それから、新規開発分の負担分が

1,425万4,000円、合わせて1,665万4,000

円という内容である。 
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質疑・意見 答弁 
○  五ケ山ダムは福岡県がつくったもの

で、それぞれ負担金が生じているわけだ

が、河川の分で福岡県が１億1,000万円は

負担し、福岡県以外で水道用水として

9,044万6,000円負担をする。そのうちの

1,665万4,000円が福岡地区水道企業団の

五ケ山ダムの年間の負担分ということに

なるということである。少なくとも、五

ケ山ダムをつくったために約１億円近い

水道用水の負担が管理のためにふえたと

いうことは、つくらないでいい五ケ山ダ

ムをつくって新たな管理負担がふえたの

ではないかと思うが、認識を伺う。 

 

○ この点については認識の相違があると

述べておく。 

 

○ 福岡市との共同施設について、五ケ山

ダムを実際に供用するためには、福岡市

の番托取水場、乙金浄水場を共同使用し

ていかないと、福岡地区水道企業団とし

ても五ケ山ダムを機能させることができ

ないということで、新たな負担の発生で

はないかと思っている。それで、資料３

の６ページにある番托取水場と乙金浄水

場の福岡市と福岡地区水道企業団との施

設能力比に係る負担割合の根拠を尋ね

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 五ケ山ダムについては、福岡都市圏の

水の供給として必要な新しい水源であ

り、その他、那珂川町で起ったいろいろ

な水害、そういったものに備えたダムで

もあるので、五ケ山ダムについては必要

な施設であると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 資料３の６ページ上段、費用負担割合

と記載している表の数値であるが、これ

は福岡市、福岡地区水道企業団、それぞ

れがその施設を使用するに当たって、使

用する施設能力の数字を記載しており、

乙金浄水場だと、福岡地区水道企業団は

新規開発水量１万トンを処理する必要が

あるので、その分の１万トン。今現在、

福岡市乙金浄水場の施設能力は11万500

トンであるので、その比を記載してい

る。番托取水場についても記載のとおり

同様の施設能力比である。 

 ただ、表の下の段、※印にあるように

福岡市の浄水場再編整備事業前の数字と

いうことで記載している。福岡市では、

再編整備事業という浄水場の整備、拡張

を進めており、将来的にはこの数字が乙

金浄水場だと18万6,000トンに変更とな

る予定である。 

 また、資料には費用負担割合と記載を

しているが、実際の費用負担の配分比に

ついては、施設能力比のほか、日最大供
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質疑・意見 答弁 
 

 

 

 

 

 

 

○ 負担割合では、金額的には具体的にど

のようになるのか。乙金浄水場等管理費

負担金ということで１億581万円等の負担

金、それに土地使用料880万円となってい

るが、これは番托取水場と乙金浄水場と

に区分けして施設使用料、業務委託料、

土地使用料をさらに細かく内訳をした場

合にはどのような額になるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 結局、福岡市との共同使用のために、

福岡地区水道企業団が乙金浄水場及び番

托取水場を共同使用するために、１億

1,461万円を毎年払っていかなければなら

ない。ダム管理の負担金も年間２億数千

万円をそれぞれの構成団体が負担してい

く。その中で、福岡地区水道企業団は

1,665万4,000円の負担、そして今回、約

１億円の負担金が五ケ山ダムを供用する

ために新たに発生していくということ

で、過剰なダム施設に基づいて新たな負

担を市民また各構成団体に覆い被せるも

のではないかというのが、指摘の中でさ

給水量、それから日最大の平均値といっ

た個別の負担割合を、項目の内容に応じ

て設定してアロケーションを行ってお

り、記載している費用負担割合は、施設

能力比を負担割合とする例示という形で

記載しているものである。 

  

△ 乙金浄水場等管理費負担金のうちの、

乙金浄水場の「等」のところには、番托

取水場ほかの施設が含まれている。乙金

浄水場と番托取水場の金額の内訳につい

ては、総額１億581万円のうち、乙金浄

水場関係が7,616万6,000円、番托取水場

等が2,964万4,000円となっている。さら

に、施設使用料、業務委託料、それぞれ

について乙金浄水場と番托取水場の内訳

については、施設使用料の乙金浄水場が

2,857万 4,000円、番托取水場が 891万

円。そして、業務委託料の乙金浄水場が

4,759万2,000円、番托取水場が2,073万

4,000円になっている。 

 土地使用料の880万円については、乙

金浄水場関連の使用料が720万4,000円、

番托取水場関連の土地使用料が 159万

6,000円となっている。 

 

△ 五ケ山ダムの開発については、ダムと

しては渇水対策容量、それと利水容量、

水害等に対応したダムであるので、ダム

の必要性については十分理解をいただけ

るものと思っている。利水の１万トンに

ついても、福岡地区水道企業団の構成団

体も含め需給の計画を考えた中で１万ト

ンの量が必要ということで決定したもの

であり、引き続き福岡地区水道企業団と

しては、この水を最大限、各構成団体に

届けながら、安定した供給を図っていき

たいと考えている。 
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質疑・意見 答弁 
らに明らかになったのではないかと思

う。重ねて五ケ山ダムの新たな負担金の

問題について見解を伺う。 

 

○ 試験湛水の完了見込みについて、説明

では平成30年４月から供用開始となって

いるが、降水量が非常に少なかったため

に、いまだにその貯水率が38.7％の状況

で、実際に平成30年４月からの供用開始

に間に合うのか尋ねる。 

 

○ そうすると、那珂川水系で平成30年の

予算、五ケ山ダム、年間で292万1,000立

方メートル、日量平均8,003トンという数

字は宙に浮くのではないか。実際に４月

からは難しいと言いながら、この数字が

書いてあること自体、疑問に思う。これ

は実際には４月からという見込みである

と思うが、この数字と試験湛水とにそご

があるのではないかと思うが、どうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 非常に無責任な答弁だと思う。30年度

内の供用ということになると、実際に夏

場になるのか、あるいはさらにおくれて

秋場になるのか、これによって、日量平

均8,003トン、年間292万1,000立方メート

ル、しかも各構成団体の配分水量、料金

負担等、これが全く狂ってくる。五ケ山

ダムの試験湛水は間に合うのかというの

 

 

 

 

△ 福岡県から五ケ山ダムの供用の時期に

ついて連絡、説明を受けているが、平成

30年４月からの供用は難しいということ

で、30年度中の供用になるとの説明を受

けており、４月からの供用は難しいと考

えている。 

 

△ 試験湛水の状況については、平成29年

の降雨が非常に少なかったということで

進まなかったということである。福岡県

の公表では、もともとは平成30年４月ご

ろには供用開始できるだろうという見込

みで試験湛水が開始されたわけだが、福

岡地区水道企業団としても水のたまりぐ

あいが非常に少ないので心配していたと

ころ、平成29年末に福岡県から４月とい

うのは厳しいのではないかということ

で、30年度内での供用になるのではない

かという見解があったところである。そ

の際、福岡地区水道企業団のほうも予算

決定の時期であり、供用開始の時期がは

っきりしない中で、半年分しか計上しな

いとか、幾つかの方法はあったが、平成

29年12月の時点では、全く４月にできな

いということもないということで、１年

分の予算を計上したものである。 

 

△ 五ケ山ダムの状況については、当初、

29年度末の竣工、それから30年度当初の

供用開始ということで進められていた

が、天候不順等の状況により、まだ現在

のところ、約40％の湛水状況であるとい

うことで、４月からの供用開始は難しい

だろうとの見解を福岡県は出している。 

 しかしながら、一方、いつの時期から
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質疑・意見 答弁 
を決算議会のときも質問したが、十分間

に合うという答弁をもらっている。五ケ

山ダムの試験湛水がこれほどおくれてい

るということは、まさにこの計画自体が

予測の範囲を超える無謀なものであった

のではないのかと考える。この予算案と

して打ち出している今後の五ケ山ダムの

供給の料金体系や水量については、予算

案として審議に値するものではない。し

たがって、しかるべき必要な時期にこれ

は修正をして、そして、再度議会を開い

て検討する必要があるのではないか思う

が、どうか。 

 

○  五ケ山ダムの今後の供用等について

は、予算案についてしかるべき修正と対

応が必要になってくるということを意見

として述べておく。 

 

○ 海水淡水化センターについて、平成29

年８月の本会議で、かなり維持管理費負

担が大き過ぎて赤字を抱えているという

ことを厳しく指摘する中で、現況調査を

やって、その課題を踏まえて、そしてコ

スト縮減を図ると、一歩前進の方向を打

ち出していると思う。現況調査によっ

て、劣化診断結果がわかり、建物・コン

クリート水槽は、塩害の影響が大きい

が、 40年以上は使用可能であるとのこ

と。機械設備では、主要ポンプ設備は短

い周期で分解整備を実施して性能を確保

しているが、海水の影響によるすき間腐

食が多数見られるため、耐用年数内に大

規模修理が必要と確認されたということ

で、このすき間腐食という大変な事態が

あるということが発見されたということ

である。耐用年数内に大規模修理が必要

ということになると、この主要ポンプ施

設の大規模修理というのは一体どれぐら

供用開始できるのかという状況について

も、福岡県から明示されておらず、した

がって、30年度中の供用は予定している

ということであるので、いかなる時期に

おいて供用されても対応できるようにと

いうことで、30年度の当初予算について

は、一応４月供用開始を念頭に全額を計

上しているところである。実際の供用開

始時期に合わせて、予算については、所

要の調整をしていきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 今回、調査結果の中でわかった主要ポ

ンプの劣化の結果、主要ポンプについて

は耐用年数内での大規模な修理が必要で

あるが、この主要ポンプを更新、修繕す

るに当たってどれだけ費用がかかるのか

というのを個別具体にまだ検討に着手し

ておらず、金額については今後の検討の

中で積算していきたいと考えている。 
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質疑・意見 答弁 
いの規模でどれぐらいの費用がかかるの

か、尋ねる。 

 

○  耐用年数は、おおむね 20～ 30年。現

在、海水淡水化センターは13年であるの

で、もうそろそろ近いうちに大規模な修

理が必要になってくるということにな

り、海水淡水化センターの維持管理費が

年間16億円程度かかっているが、さらに

大きなお荷物になるというのを指摘せざ

るを得ない。現況調査で738万円余、これ

はたしか（財）造水促進センターに委託

し調査を行った結果だったが、30年度も

これの倍額の1,478万2,000円の調査を行

うようになっている。今度はどういう調

査を行うのか尋ねる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 日本には沖縄に海水淡水化施設がある

が、福岡地区水道企業団のよりも小さく

て、たしか日量約3,000トンぐらいしか使

われていないという状況を決算議会のと

き、質問したと思うが、もう国内には新

技術をもってコストを削減するという方

向を持っているところはない。ゆえに、

最近建設された海水淡水化施設の例とし

て、アメリカのカールスバッド、シンガ

 

 

 

△ 29年度の調査では、いろいろな劣化の

状況が施設によって、施設の中のコンク

リート構造物であったり、機械設備、電

気設備、そういった種別によって違うと

いう調査結果が得られているが、維持管

理コスト、この施設を通常このまま維持

していった場合にどれだけのコストがか

かるかというのは、29年度の調査でまだ

結果が出ていないところである。一方

で、新技術として、回収率が上がった浸

透膜であるとか、回収効率、動力費の削

減が可能であろう動力回収装置等の新技

術というのがあるということがわかって

きている。30年度については、こういっ

た29年度の調査結果、施設ごとの劣化状

況の違い、それからいろいろなコスト縮

減が可能な新技術がありそうだといった

情報、そういったものを踏まえて、実際

に海水淡水化センターで適用できるとし

たらどういうことができるのか、そうい

った基礎となるデータとしてモデル的な

試算を行い、コスト縮減の効果がある方

法があり得るのかどうか、そういった実

現可能性の部分を30年度には29年度の調

査結果を踏まえて検討、調査したいと考

えている。 

 

△ 海水淡水化施設の比較として、海外の

事例、アメリカ、シンガポール、こうい

った大きな施設と比較して実のある検討

ができるかという点については、こうい

った施設、海外のアメリカ、シンガポー

ルの例を挙げているが、これは最近建設

されたものを機械的に抽出したものであ

る。今回、福岡地区水道企業団の海水淡

水化センターについては、現位置での施
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質疑・意見 答弁 
ポールのトゥアス、こういうものが出さ

れてきている。これは当施設と比べてみ

た場合、施設能力は、例えばシンガポー

ルについては、福岡地区水道企業団の海

水淡水化センターが５万トンのところを

31万8,500トンということで、アメリカも

18万9,000トンということで、とてつもな

い大きな規模の海水淡水化の例を出し

て、福岡地区水道企業団の海水淡水化セ

ンター５万トンと比べている。そして効

率ということで、30年度に29年度の倍額

の調査費をかけて、同じ（財）造水促進

センターに調査を委託すると思うが、果

たしてこういった大規模なアメリカやシ

ンガポールの海水淡水化の施設と福岡地

区水道企業団の海水淡水化センターと比

較して、本当に実のあるコスト削減の対

応と更新をしていくような必要性が出て

くるのかどうなのか、非常に疑問に思う

が、見解を伺う。 

 

○ あくまでも海淡施設の維持について固

執している。現況調査をして、一定程度

これはやっぱりどう改善をしていくのか

という視点は大切だと思う。しかしなが

ら、５万トンを維持するために、さらに

大規模な施設等々、海外の例も持ってき

て比較をして何とかならないかというの

は、なかなか見通しとして非常に苦しい

と思う。確かに海水淡水化センターが歴

史的に果たしてきた役割は、福岡市の場

合、２回にわたる渇水を経て、大きな役

割を果たしてきた。しかしながら、やっ

ぱり筑後川水系の安定化や、今度、五ケ

山ダムもできるという、そういった水源

開発が進む中で、この海水淡水化センタ

ーの位置づけというのは相当見直しをし

ていかないと福岡地区水道企業団にとっ

て大変なお荷物を抱えることになるので

設の更新というのを念頭に置きつつ、ど

ういったことが考えられるのか、劣化の

状況、それから新技術、これからいろん

な情報を入れた中で更新の必要性を含め

て検討していこうとしており、海外の事

例をそのまま適用して、福岡地区水道企

業団の海水淡水化センターを評価すると

いうことではない。実態としては、当企

業団に必要な調査、検討を実のあるもの

として実施していきたいと考えている。

それから、海水淡水化センターは必要な

のかということについては、この施設に

ついては渇水時に備えた、それから事故

時といった緊急時にも使える、そういっ

た予備力を持った施設として、福岡都市

圏の水の安定供給には欠かせない施設で

あると考えている。 

 

 

 

 

△ 福岡都市圏の過去の水の歴史も踏まえ

て少し説明したい。過去２度の大渇水、

そういうものを経験しており、その後、

当時の先人たちが必死になって努力した

結果が、今、筑後川の導水であり、それ

から海水淡水化施設も含めた対応であっ

たということで、今のところ何とか用水

供給ができているという状況がつくられ

ているところである。基本的に、用水の

安定供給のためには、いろんな水源を持

っておくことが重要であると思う。今、

少雨、多雨の二極化、地球温暖化という

ものがあり、最近では非常に寒い時期が

続いているが、これも地球温暖化が原因

ではないかとも言われている。我々が今

相手をしているのが自然であり、やはり

予測のつかないところがあるということ

で、そういう意味では、ここ数年とかい
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質疑・意見 答弁 
はないかと思う。海水淡水化センターの

年間生産供給水量というのは大体743万立

方メーターぐらいである。そして、それ

に相当する供給料金単価というのは、大

体高いから114円。これらを掛け合わせて

収入が大体年間で８億4,700万円程度だと

思う。これに対して、年間の維持管理費

が毎年のように16億円から17億円、年間

総事業費の支出がそのために25億円を超

えるという状況になってきているのは承

知していると思う。そうすると、収入か

ら年間維持管理費等々を差し引いて、結

局、約16億円以上もの赤字が毎年出てき

ている。この13年間、海水淡水化事業を

こういう状況で維持していくというと、

その赤字の累計額は166億円を超えていく

ということを決算議会のときにも指摘し

た。それを踏まえた上で、さらに新年度

予算で、まだ年間３万トン規模で動かし

ていく、そうして現況調査に加えて、さ

らに30年度も新たな更新のための調査を

していく、効率化を求めていくというこ

とで、この海水淡水化センターに固執を

することは非常に禍根を残す。海水淡水

化センターについては、この際、だらだ

らと調査を進めるのではなくて、縮小、

廃止を真剣に検討すべきだと思うが、企

業長の答弁を求める。 

 

 

○ 海水淡水化施設について、20年前に議

論していたのを思い出したが、イニシャ

ルコストも重要だが、やはりランニング

コストがどうなるかといったところが随

分議論になった。浸透膜のそれぞれのメ

ーカーによって随分ランニングコストが

違っていたという記憶がある。それで、

これだけの投資をしてつくり出したもの

で、位置づけは先ほど企業長が答弁した

う時間軸ではなくて、もう少し長い、大

きな時間軸の中でこれを見ていく必要が

あるのではないかと思う。実は、平成29

年７月５日、朝倉のほうで大きな水害が

あったが、それまでは梅雨時期の雨が不

足しており、非常に渇水傾向になってい

た。特に農業用水の不足があり、両筑平

野関係から水に関する相談とかが具体的

にあっていて、福岡地区水道企業団も海

水淡水化センターのフル運転をいつから

するかというのを現実的に検討していた

ところである。そういう中で海水淡水化

施設は、天候に全く左右されずに用水を

確保できるという唯一の水源である。ま

た、この運転に関しては、（独）水資源

機構等いろんな水利権者があるが、ほか

の機関と直接かかわりなく、福岡地区水

道企業団の判断で運転できる施設でもあ

る。そういう施設なので、海水淡水化施

設は用水の安定供給のためには重要な施

設である。特に、渇水時にはその効果は

絶大なものがあると思っている。一方

で、指摘のようにコストの問題も一生懸

命考えていかないといけない課題である

という認識は持っており、現在も、維持

管理費の低減に努めているところである

が、29年度から始めた調査により、さら

なるコスト縮減の方策、更新について検

討していきたいと考える。 
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とおり、当時20年前も全く同じように聞

いており、この位置づけは不動のものだ

と思う。その上で、ランニングコストを

どれだけ下げていくのかと。経費を下げ

ていく方法をしっかり編み出してもらう

と同時に、費用と効果の関係がきっちり

わかるものを資料として、議論のときに

は提出をしてほしい。それを踏まえれ

ば、この海水淡水化施設の意味というの

が議会でも、あるいは市民にとっても大

きく、もう一度再確認できるのではない

かと思うので、要望しておく。 

 

○ 五ケ山ダムについて、配分量としては

１万トンふえ、実際供給していくのが日

量約8,000トンという計算になると理解し

たが、その上で、収入が前年度と比べた

ら約３ポイントふえている計算になり、

配分量からしたら約４ポイントふえる計

算だと思う。３ポイントというのは、

8,000トンという計算から約103％にふえ

たという理解でよいか。 

 

 

 

 

 

○ 供用開始の時期が明確ではないので、

基礎となる数字がきちんとわかった上で

予算を組んで費用がどれだけ出ていくか

というのがなかなかできない中で、非常

に難しい選択をしたと理解をしている。

やむを得ないところがあると思うが、そ

うした場合、どんな状況になっても、入

ってくる収入と出ていく費用を上手にや

り繰りしないといけないわけで、それは

どんな状況になっても対応できるという

のは、この予算書の中で読み取ることは

難しいが、そこはできますよという答え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 給水収益の増減について、基本料金に

ついては、29年度に比べて30年度は2億

7,800万円余の増となっており、この要

因としては、大山ダムの基本料金の減免

が29年度で完了することである。30年度

からは、五ケ山ダムの増量に係る基本料

金の増額分については100％減免してお

り、この基本料金の差というのは大山ダ

ムの減免完了に伴うものである。使用料

金については、29年度と30年度の差が約

3,100万円余となっており、この差が五

ケ山ダム供用開始によって増量となる分

の使用料金の増である。 

 

△ 予算資料の中から読み解くことはなか

なか難しいが、今回、試験湛水がおくれ

た場合、福岡地区水道企業団財政の予算

関係にどう影響するかという項目を述べ

ると、まず、各団体への供給水量がふえ

ないということになる。ただ、一方でこ

れは基本料金分についてはもともと料金

の減免が100％予定されているので、企

業団の収入としては従量料金分が収入と

して入ってこないということになる。ま

た、支払いする費用、支出関係、費用関

係については、福岡市に支払う乙金浄水
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しかないと思うが、その根拠を尋ねる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 今、仮定のものを議論するというわけ

にはいかないし、しかし、仮定としてお

かないと前に進めなかったという非常に

難しい選択だというのを改めて感じたと

ころであるが、いずれにしても、当局は

しっかりかじ取りをやってもらい、次年

度の決算のときにはきっちり、よかった

なという形になるように、強く要望して

おく。 

 

○ 海水淡水化センターについて、30年度

の予算の中で約２億7,500万円ふえている

が、その理由を尋ねる。 

 

 

 

 

 

 

○ 定期修理が去年より多いというのは、

かなり波が、その年度によって維持修理

の波があるという理解でよいのか。 

 

場等関係の管理負担金、これが供用され

ないと支出として発生しないということ

である。固定資産の減価償却について

も、これはまだ福岡県と協議をしている

ところであるが、完了しない場合には減

価償却というのは発生しないということ

になる。収入と支出、いろいろ考える

と、支出が先送りになることで支出が減

る可能性もあり、全体としてはバランス

がとれると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 海水淡水化センターについては、維持

管理費が２億7,500万円ほど増加してお

り、その理由としては、海水淡水化セン

ターの修繕について、年次計画に基づい

て取水ポンプ等の定期修理等を行ってお

り、その定期修理が29年度に比べて30年

度のほうが多いことにより維持管理費の

増につながっているものである。 

 

△ 指摘のとおり、点検周期としては、２

年、３年、５年、10年というパターンが

あり、台数に応じて、２年と10年が来た

り、２年、３年、５年だけが来たりとか

で、非常にばらつきがある。今回は金額

が高いものが集中しているという状況で

ある。 

 
 

 


